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米閣にかける「農民jの法的意義とその地位

金田弘夫

(北海道大準農E弘前i農業経済準教室〉

Legal interpretation and status of “a famer" 

in the United States 

By Hmoo KA，NETA 
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主として，その経神行掲の特色より規;むされ

た農民 (Farmer)の主義，が一菌iに主まいて安常なも

のであっても，法f'lt_上の諸問題を解決したり，或

いは法文上の文字の意義として取上げる場合に，

必歩、じも趨常と見倣し得ない場合が存ずる限り，

「農民」について位将なる法的定義を求めるとと

は，必十Lも概念の遊戯を試みるととにはなるま

い。たとへば一般市民には認められてゐたい特権

(privileges)が，とくに農民に賦興されたり， 或い

は農民を除いた一般市民に或る紐の員捨 (burdens)

や義務(duties)が賦課される法令が存在し， その

規むの解耕・泊予Ijを繰って紛争を生やる場合，詰・

~Jf.1fは力l~論のとと裁判所-もまた農民の範凶を規定

するほ斡なる定義を法的に求めるととが必要とさ

れるのは多言を要しない。ととろで，一度かかる

必要が生歩ると，問題は案外而倒になるものであ

って，あまりにも常識的にして簡易な定義を以つ

.てしでは，右の要求を充し符ないばかりでなく，

問題をー厨紛糾せしめる結果となるしさればと

て，法的には何~!t;の根擦を有しない僻韓難路友る

5t義を作成したととろで，それは問題の法的操作

に公いて， さほどの貫主まを殻揮するものとは言い

f与ないのである。

本稿に沿いては，右の如き理FI11tC.着目し，と

くに，農民について!最終なる法的規定が要求され

る例を，合衆闘の法令誌に判例中に求め，それぞ

れ農民の範l討と意義が如イflJt去に定められるか， と

れが:t}T.'Ii!liを分析するととによって合衆国における
農民の法上の地位IlfJらかにしようとするものであ

る。しかし，何分充分なる;¥'IJ例資料を求め得なか

ったが放に，その内容はJ4iに問題鮪¥vとの基本総を
r~) らかにしたにとどまり，些かじえ論の域を脆しな

いととろを白から認めて遺憾としなければ友らぬ

が， との賄は，一後日豊富なる判例と，諸賢の教示

を求めて，一貯の検討を試みたい。

1. r農民」の意義とその限界

通常「耕紐・義者の業務に従事してゐる者」

を以って農民とする場合， r耕極・義者以外の業
務に従事する者」と「農民」とを匝別ずる要件の

何たるかについては，格別の考慮:は報告はれない。

しかしとの貼を角川jするととは法的操作に於て

は必要なととである。

1) 右の要件として r農民である」との自己
意識 (self-consciousness)は， 果して法的には必m
不可依のものであろうか。カリフォルエアナI'hに沿

ける*1]例によれば円 その者が，たとえ，白から

「庭nijij(gardener) r困惑Ui!U(horticulturist)或い
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は「葡萄作りJ(viticulturist)と言ふととが出*，

またそれだけの技能があっても，主として或ひは

概ね，土壌の耕作 (thetiIIage of soiI)に従事して

ゐる者であれば，それは法律上の農民 (farmerlで

あるとされてゐる。かくして，意識の如何に拘り

なく，農耕と認められる白明の方法又ぽ世習に従

って，相蛍の土地を耕{作1乍iするといふ3事手貰が法上の
走i民色として要4求kされるめ

2到) 右右.の女如fIく， 法上一{伽佃匹問lの農i民亡をJ楠北成するに
1也蛍=主.つては，白から土地を耕性するといふ事が要求
されるが， しかし，とこで言ふ「土地の耕作」と

は，もとより土壌の耕転・播種・収穫或ひは栽杭

等の一連の農事行馬のみに極限されるものではな

く， とれ等の栽培行掲の外に，家畜・家向その他

の諸動物の飼育主主びに自家のためにする農産物・

家畜その他の生産物の賀民行震を伴ふ場合に沿い

ても何等z;~ しっかへない。また耕作の程度として

も，自己が所有又は使用・収益する植原を有する

土地の全部を耕作する者は勿論，その一部a:耕作ー

するものにあっても，等しく法上「農民」として

取扱はれるのである。判例は，自ら播種し牧陸を

行ふ者であらうと，小作農(Tenant)や作男 (Crop-

perl或ひは農業雇傭労働者 (Hiredlaborer)等の子

を借りて経管を行ふ者であらうとも，兎に角，土

地より農産物の生産に従事してゐるものはプラン

グー (Planter)なりとしてゐるめかくして，農民た

るの要件としては，土地の耕作又は芸高の業務に

従事してゐるといふ事賓が決定的な意義をもっと

とになる。

3) また，法律上，農場の所有若であっても

その農場と自己の肘所・とが可成り離れてゐたり，

或ひは法律上の住所 (recidence)と農場とが一致し

てゐる場合にゐいても，それが局に若しくは他の

:tW.l1Jにより，走事行局の一切を他人にまかせてゐ

るものは農民とは見倣されない。かかる似装農民

又は不在地主を農民の範曜から除外する判例とし

ては， ミシガン州の事{牛に，その例を見るととが

出来る4)。

4) 主主後に問題になるのは，粂業，粂職の程

度についてである。主として自己の農場に府位し

その主たる1i定住をと農業としてゐる者にあっては，

たとへ持迦新聞の護行を行ったり，或ひは，家体

燕 (proprietarymedicines)の製治，その他の仕事に

従事してゐても，その者は農民の範曜に入れられ

る九しかし乍ら，農場・を所有し，或る程度まで

長.;[Ii-にたやさはってゐる者でも，自己の主たる職

業 (chiefoccupation)即ち本業が農業以外のもので

ある場合， その者・は法律上の農民と見倣されない

のが判例の示すととろであるヘ

以上，検討した如く，判例にあらはれた「農

民」の範i卦を限定する主たる要件は， r主として
農業生産の業務に従事してゐるといふ事・寅」に必

かれる如くである。今とれを“UnitedStates Code" 

によって見ると，農民の定義は次の女uく施されて

ゐる7)。即ち

「農民(Farmer)とは，自己の農場に沿いて，主

として農業生産物の生産に従事してゐる倒人又

はその組合 (partnership)で、あって， 多数の牛，

輯，羊， 1子羊，豚及びÚJ羊~!t;は，その農場の規

肢と一体をなすもの，若くは，その農場で生産

される投-多の農業生産物に該賞するものと見倣

される。{旦し尖の 1披に該賞する者-は，農業生

産物の生産に従事する農民又は組合とは見倣さ

れない。

1 現に fド，輯，羊，仔羊，豚或ひは山羊

の買買若しくは取引に従事してゐる者

2 直接的， tm接的たるを問はや，現に，食
料に供するためにす、る牛，組，羊，仔羊豚或

ひは山羊45の屠殺に該首する業務の斜施に従

事してゐる者

3 直接的， lill接的たるを問はすコ，現に，自

己の農場に沿いて生産したものに非ざる精肉

又は肉製品の買買に従事じてゐる者

4 l主接的又は間接的に精肉の臨加工，燥製

健詩，豚詰， ラードその他の加こl二の業務に従

事してゐる者

5 自己又は使fl1人の所有に屈せざる牛，蛸

羊，仔羊，豚又は山羊につき， とれをと白から

屠殺し，又は他人(使用人)に屠殺せしめる

業務に従事してゐる者

United States Code V乙規色ιされた農民の>i~毛主は以

上の虫nくであるが， この Codeの中にはまた，長
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家が料j'f司や肉製11111の取引を行ふ行局と類似の行局

にして，全然別11時の行局を"X~ とする "retailbutcher" 

(小頁肉商)をはじめ“retaildealer" (小買商)に従

事する者についての定義が掲げられてをり“rctail

butcher"とは「主として，専ら消費者に到して精

肉又は肉製品の月Ii買に従事ーするを業とする例人又

はhU:員もしくは組合， illl:凶である云々……」とあ

るが，その詳細iについては，ととでは述べない。

註 (1) S!ade's Estate， 122 Cal. 434 

(2) 農耕と認められる方式，或いは， 1乃至それ以

上の customaryに従って，相岱の土地を耕作す

る者を以って「農民」と見倣している列例として

は" O'Nei! V.， Pleasant Prairie Ins. Co.， 71 
Wis. 621をあげることがUl来る。

(3) Butler v. Ga， & A. R‘R.， 119 Ga. 959 

(4) Johnson v. London Acci. Co. 115 Mich. 86 

(5) Mclue v. Tunstead， 65 CaIifornia. 506 

(6) Roche3ter v. Pettinger， 17 Wend. 265 
(7) United States Code， (Mar. 4.1907， ch. 2907 
34 Stat， 1265， June 29， 1938. ch. 810.52 Stat. 

1235， 1946， VoI. II. 

2. 破産法上における「農民」

以上，合衆国にむける農民の法的定義と限界

を二，三の汁lに必ける午1]例と UnitedStates Codeに

基いて検討したが， しからば，法上，とくに農民

の定義が問題となり，とれが般桁なる規定が貰益

を殻揮するのは如何なる場合にたいてであり，か

つ，それ等の場合に沿いて，判例は農民の範闘を

如何様に僻干草してゐるであらうか。との設問に封

して，最初に社上.にのせらるべきものは，破産法

(the National Bankrupt Law)にゐける農民である。

合衆岡に必ける破産法の内容が如何なるもの

であるか，その詳細にわたる説明はととでは避け

るが，一般に，破産は，何人たるとを問はす"，自

己のh't務が履行不能に陥り，而して自己の財産の

法的分配 (legaldistributiQn)を，その日I柑:者に許容

しなければならぬ時に生歩、るものである。聯邦:占

法 (TheFederal Constitution)によれば合衆闘にた

ける一切の破産事N'に闘する裁判棋は，聯邦裁判
所 (TheFederal Courts)に興へられてゐるが，農

家のi波産 (farmbankrupcies) !!Ilち「農家杭務整J1IU

(farm compositions and agreements)については，と

れに闘して，議併がJιめた特別の規定によるとと
になってゐる。而して， ;;f iの特別の規'ιとは「聯
邦破産法J(The Federal Bankrupict Act)であって

それによれば，そのご1:たる職業を農業とする農民

は，その立に反して破産を問要されるととはない

のである。かくの如く破産法により，農民には，

特別の兎責植が認められてゐるのであるが，それ

だけに，との特権を繰って，r農民」の範囲が問題に
なるのは首然である。そとで，;j.くに破産立f与の4'y.:i牛
をめぐって，農民の範|主lが1m題となったこ，三のケ

ースを取り上げて，農民の限界を検討して見る。

1) 或る産家が政庄:に糊したとき，その農家

は聯邦破産法に規定された破産免除の特権の行伎

を主張したが，とれにまJし偵権者の一人は，蛍該農
家が農業以外の仕事 (business) に従事してゐた:rl~

賞を指摘し，その農家が農民で、はなく，従って破

産菟責植(immunity)なしと主張して争った一件が

あった。との事件についての*Uvとの主旨は「たと
へ農家が，農耕:以外の如何なるピズネスに従事し

てゐるにせよ，その者の主たる ~ì'llt~ (principal oc-

cupation)が農業であり，その者の時1mの大部分が

そのために費され， しかもその者の収入 (income)

及び財産 (wealth)の大部分が農業に依撮してゐる

場合にあっては，首然，主に走耕に従事してゐる

ものと見倣すべきであって，その;章に反する (aga-

inst his will)破産は交けない」といふ意味のもの

で・あっ7ζ九 また， ととで言ふ「農業以外のピズ

ネス」のm例を示す判例として，“Hoy'scase， 137. 
Fed.， 175"によれば，農業を営む傍らなされてゐ

る「小賀商J(retail-shop)肥料の版責，代書その他

の事務所・の経借主主どカ:見交けられるのである。ま

たこれと封路的t:'~E買を有する事件についての牛lJ

例として，たとへ一部自己の農場生在物をもって

牛を飼ってゐる者でるっても，牛乳のノj、完を本業

としてゐるため，他人の生産した牛乳を即f入し，

とれを小史版宣してゐるが虫flき;f{'1'L~うっては，主

として:農耕に従事してゐるものとは見倣されない

から農民として取扱はねないへかくの虫nく，判

例は，破産法の規'止:が池JIjさるべき農民の限界を

「主として長耕に従事してゐるか否か」といふ，
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事賞の客観的判断によって決定してゐるのである。

2) また，右の「主として農耕に従事してゐ

る者」たるか否かを判断する基準として，良債の

内詩金額と農業生産高とをとり上げ，雨者・を比較

して，判定を下した例もある。

I!.(Jち，それは，自己の耕作してゐる土地より

生産された生産物の憤格が年額2，000ドルを越え

歩，その者の良債の大部分を形成してゐる家畜の

購入費とか，飼料代等が年額約 15，000ドルに及ん

でゐる場合，主として農業に従事してゐる者たり

と主張するととの出来ないのは極めて自明であっ

て，債権者によって破産‘を強要されるととは兎れ

伴ないといふ主旨のもりであるめ。 との判fYUによ

っても明らかなる如く， r主として農業に従事し
てゐない者」即ち，その者の主たる職業をなし生

業となってゐる業務にして，大なりノj、なり永績性

をもち，しかもその生計の大部分を左右してゐる

仕事の種類が，農業以外のものである場合は，た

とへ現寛に如何なる土地を耕作してゐる者であっ

ても，破産法上に必ける農民として，不本意の破

ffを菟れるととは出来ないとされるのである。

農民の特権はひとり破産法上にjないてのみ認

められてゐるだけではなく，まtdli'd¥J¥j執行法上に

沿いても認められてゐる。との場合法律により強

iil¥j執行や差押を菟れる動産 (personalproperty)が

如何なるものであるかについては，合衆岡各州に

よって相官の相具があるけれども，大休に沿いて

人的財産 (personaleHects)衣料，或る科ー度の家財

道共，及び一光景の特殊な道具知誌に或る額迄の

家高等でるる。強11m執行を兎れる農民のとの特樺

はもとより，その農民が主主廷によって生計をたて

てゐるときに認められるものであって，イロIうかqkι
の農場業務に従事せざる者にあっては，たとへ自

己の財産の差押の菟除を要求しでも，強制執行が

たされた場合，差押の底分をまぬがれないことは

云ふ迄も左い。ととで云ふ農民とはひとり農場を

自から所有して耕作に従事する者のみに限らない。

ー農場から他の農場に移動した農民についても強

制執行を排除する法上の特樫はiJとして喪失すると

とはないのであるべ また生活上他の商買に従事

してゐる場合にるつては農業に従事する者)~至は

:農民とは看倣されないばかりでなく，家庭菜園を

耕作してゐる者 1ヱ{カーの土地に野菜の栽培

を行ってゐる者も，とれを以って農民として右の

特典を受けるととは出来ないめのであって， との

賄は破産法上に沿ける場合と同様で、dうる。

設 ¥1) Wulbern v. Drake， 120 Fed.， 493 

(訪日oy'scase， 137， Fed.， 175. 

(3) Brown's case， 132・Fed.，706; Brown's伺白鳥
132， Fed.， 706. 
(4) O'DonneIl v. Segar， 25. Mich. 367. 
(δ) Simons v. LovelI， 7 Heisk. 510. 

3. 税法・兎許法及び都市僚例中に

おける「量民」

農民に封する税法・菟許法及ぴ都市保例 (the

Tax and License Laws and Municipal Ordii1anses) 

の適F!jを繰る裁判所の判決には，一貫性に昧ける

ととろがるる ο ど{Jち，農民たるとと焼ふべくもな

い場合に沿いても，たほ法律，命令中には多様な

言遣びがあって，そとに屡々 I食ひ這ひ~生やるか

らであり，とのととは 2，3の裁判所の訴訟規程を

検討しでも容易に判明する。従って，ととでは，

「農民」ととれに類似の業務に従事する者との発

別が一方に於て如何に行はれ，他方に沿いて如何

なる矛盾撞着を惹起してゐるか，この賄を検討し

て見る。

カンサス州裁判所の判決によれば，果責・バ

ター・卵類・家禽・穀物・野菜類を買入れ，と

れが販買に従事してゐるものは「農産.物故賀商」

(produce dealer)と腕せられるのであるが，しかし

自己の農場生産物を市場に搬入して，とれがWi買

に従事してゐる農民はとれに合められないといふ

見地がとられてゐるわ。 またケンクッキー州の裁

判所は，自己の農場で生産された物資を市場に搬

入して責却する農民は，法上の商人 (merchants)に

は入らないといふ判決左下してゐるめ。 ととろで

との様に，農産物の販買にf~事ずる者が， r商人」
たるか「農民」たるかの判定は，商行筋によるf叶

得に封する課税の封象になるか否かの問題につな

がってゐるので注目される。'ペンシルグアニアナI'l

に於て裁判所怯，自己の長引に沿いて生産された
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物資を近隣都市の市場f、以資する良.L~に堂、I しでは

小賀商 (dealersin merchandise)に封する課税規釈

を池HJしないのをと原則としまた屡々自己の生産

物と隣家のそれとを取り纏めて市場に搬入して版

資する者にあってもそのJfd&は同様であるとして

ゐるめ。

ととろで，アイグホナi'¥の保令によると，農民

が菟許設を所:{-]すること友しに， iti内に沿いて自
己の所有する農場ーよりの生産物を販資するととは

禁止されてをり，またそれに無効の判決を下した

例もるるが九 それにも拘らや， ミシガン松高裁

判所は農場生産物， '*1'立J国塾生産物の生産者が便

宜上の班fllから，直接間接に消費茸に接するとと

を阻止する権限は，都-I¥iにはない旨の判決を下し

てゐるのである九

また，ペンシルヴアユア及びJレイデアナー雨

州の警察菟許法 (licenseand police laws)によれば

自己の農場生産物を販買の日的を以って「呼買」

(hawking)して歩く史民は行商 (peddler)の内に入

れられないが，6〉ミネソタナトlに3ないては，自己の農

場生産物或ひは困翠生産物を都ili内にゐいてE寄り
歩きする者は，法上，行商人 (peddler)に闘する像

令が;ιむる，兎許料を納付すべき封象として取扱
はれてゐる7)。 とれと類似の規定は， マサチュ{

セッツ州に必いても見られるととろであって，と

の州に於ては，何人たるを|悶はや，農場生産物を

市街にて版買ぜんとする者は， ]象め，その市場。

役員から許可を求めることを要するとしてゐる九

他方に4まいて J!--イジアナ州にるっては，自己の

栽植地や農場に賀山を持ってゐる史民にして，雑

貨や酒類を版資してゐる者は，その佼JH人を除き

法令に基いて許可を求めねばならや，また公設市

場で野菜の取引の業務に従事する者は，農業上の

仕事に従事する者に限り，菟詐僚令の例外として

取般はれる様なととはないのであるり。

故後にューヨーク州について見ると，肉

屋が自己の経営上の耳Itruからノj、貨の肉w場に肉を
運搬するといふ事と，農家が近くに買'rii~持って

ゐて，その商品の事Il拾を行ふために，法令の;lil]限

内で肉や農産物を運搬するといふ事は，同一性質

の行局でるって，何サq亘)jljすべきものではないか

ら，とくに農民がかかる行局をゑす場合に限り，

行尚人又は小賀商人として要求される皆業詐可に

附する規科.の池川から除かれるといふことはがIlfll

のないととであり，従って，かかる主廿をもった

立法的な規則のAi.立は無効で、あるとの立場がとら

れてゐる 10)。

かくの如く，合衆岡の諸ナ1'¥に3ないては官業

税，営業菟許その他の事項を緯って，長よもにlHす

る取扱ひ方及び農民の範|討の限定づけの方式を具

にL，一升lに沿いて，免許を不要とする走氏の商

行局が他州にゐいてはとれを必須とするといふが

如き喰ひ建ひが見られる。とれ等の喰ひ建.ひは，

各州、lの諸般のJJÌt合的経済的fl~'1Wの特務kttに由来す

るものであると忠はれるが，かくの如く，ナ1'¥によ

って大なり小な!:J，その立法J二の立場を異にし

かっ法上の取扱ひに相異のるるととろに，かえっ

て合衆閣の法;fjlJの立法上の特色を税ふととが出来

ると言はねばなるまい。
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